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堺
さかい

市
し

では、国
こく

際
さい

的
てき

な平和貢
こう

献
けん

活動を行った団
だん

体
たい

を２年に１回表
ひょう

彰
しょう

し、
国
こく

際
さい

平和や人
じん

権
けん

尊
そん

重
ちょう

の重
じゅう

要
よう

性
せい

を国内外に発信しています。第６回授
じゅ

賞
しょう

団
だん

体
たい

は下記のとおりです。

フィリピンの子どもたちを対
たい

象
しょう

に、寄
き

贈
ぞう

されたリコーダー
を活用した情

じょう
操
そう

教育、公
こう

衆
しゅう

衛
えい

生
せい

講
こう

習
しゅう

、文化交流等を実
じっ

施
し

。大学等のボランティア
実習科目にも採

さい
用
よう

され、そ
の活動経

けい
験
けん

が学校教育でも
生かされています。

基
き

地
ち

だった祖
そ

先
せん

の土地に開
かい

設
せつ

された美
び

術
じゅつ

館
かん

で、丸
まる

木
き

位
い

里
り
・

俊
とし

夫
ふ

妻
さい

による「沖縄戦の
図」等が常

じょう
時
じ

展
てん

示
じ

。戦争に
ついての記

き
憶
おく

を後世に残
し、美

び
術
じゅつ

館
かん

を訪
おとず

れる若
わか

者
もの

た
ちに平和の尊

とうと
さを伝えて

います。

第6回 自由都市・堺
さかい

平和貢
こ う

献
け ん

賞
しょう

【ホームページ】http://sakima.jp 【フェイスブック】https://www.facebook.com/philippine.c.p
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必要な知

ち
識
しき

を身につけ人
じん

権
けん
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第６回 自由都市・堺
さかい

　平和貢
こう

献
けん

賞
しょう

各種相談窓
まど

口
ぐち

3
5

9
12
13
14
15
15

・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・

・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インターネットで
漫
まん

画
が

を読んだり、
動画投

とう
稿
こう

サイトを
見たりして楽しん
でいる。

リキ
誰
だれ

とでもすぐに仲
良くなれる愛され
キャラ。ネットゲー
ムが大好き。

ユキ

好きなアイドルの情
じょう

報
ほう

収
しゅう

集
しゅう

や音楽を聴
き

いた
り、S

エス
N
エヌ

S
エス

を使って友だ
ちと話したりするのが
楽しみ。

アキ
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インターネットの普
ふ

及
きゅう

とともに、人
じん

権
けん

やプライバシーを侵
しん

害
がい

する行
こう

為
い

が多く見かけられるようになって
います。差別や偏

へん
見
けん

につながる情
じょう

報
ほう

を発信することや、それらの情
じょう

報
ほう

に同調することは許
ゆる

されません。

　インターネット上に部落差別につながるような決めつけや、偏
へん

見
けん

によ
る情

じょう
報
ほう

が掲
けい

載
さい

される等、部落差別は根強く存
そん

在
ざい

しま
す。平成28年に「部落差別は許

ゆる
されないものである」

「解
かい

消
しょう

することが重要な課題である」と規
き

定
てい

した通
つう

称
しょう
「部落差別解

かい
消
しょう

法
ほう

」が施
し

行
こう

されました。

　特定の民族や国
こく

籍
せき

の人々に対する悪
あく

質
しつ

な人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

を防
ぼう

止
し

するため、平成28年に通
つう

称
しょう
「ヘイトスピーチ解

かい

消
しょう

法
ほう

」が施
し

行
こう

されました。インターネット上でも、これ
らの人々に対する差別的な言葉があふれています。

インターネットを悪用し、差別意
い

識
し き

を助長させることは、悪
あ く

質
し つ

で卑
ひ

劣
れ つ

な行
こ う

為
い

です。
今も残る部落差別

深
しん

刻
こく

なヘイトスピーチ

■「同和問題に関し、現
げん

在
ざい

どのような人
じん

権
けん

問題が
　起きていると思いますか？」の問いに対して、
　「インターネットを利用して差別的な情

じょう
報
ほう

が
　掲

けい
載
さい

されること」と答えた割
わり

合
あい

の経
けい

年
ねん

比
ひ

較
かく

■青少年のインターネット利
り

用
よう

率
りつ

差別につながる書き込
こ

み等を見たら、こちらに報
ほう

告
こく

、相談しましょう。

悪意ある書き込
こ

みを許
ゆ る

さないで

出典：内
ない

閣
かく

府
ふ
「平成29年度 人

じん
権
けん

擁
よう

護
ご

に関する世
よ

論
ろん

調
ちょう

査
さ

」

出典：内
ない

閣
かく

府
ふ
「平成29年度 青少年の

　　 インターネット利用環
かん

境
きょう

実
じっ

態
たい

調
ちょう

査
さ
（速

そく
報
ほう

）」

インターネット上の人
じ ん

権
け ん

侵
し ん

害
が い

大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/internet/soudan.html
インターネット上の差別書き込

こ
みに関する相談窓

まど
口
ぐち

同じ人として
許
ゆる

せないな
あおってる
人もいるよ

こんな書き込
こ

みをして、
誰
だれ

が喜ぶの？

インターネット社会の現
げ ん

状
じ ょ う

インターネットの普
ふ

及
きゅう

が加速

私
わたし

たちの暮
く

らしを便利で豊
ゆた

かなものにしてくれるインターネット。一方で、その便利さの裏
うら

側
がわ

には、
自分自身や他人の人

じん
権
けん

を侵
しん

害
がい

するさまざまな問題や危
き

険
けん

がひそんでいます。

　近年、スマートフォンやタブレット端
たん

末
まつ

等
の普

ふ
及
きゅう

に伴
ともな

い、今や多くの児童生徒がイン
ターネットを利用しています。身近に存

そん
在
ざい

す
るものだからこそ、安全な使い方を正しく身
につけるようにしましょう。

人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

を
見つけたら

差別をあおる
書き込

こ
みをする人は

許
ゆる

せない。

同調したり
見
み

過
す

ごしたりすることも
差別しているのと
同じことだよ。
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アドバイス アドバイス

それって伝わっている？
その写真、送っていいの？

　コミュニティサイト等でやり取りしながら、露
ろ

出
しゅつ

の多
い自

じ
画
が

撮
ど

りを送信させ、児童ポルノとしてばらまいた
り、巧

こう
妙
みょう

に誘
さそ

い出しわいせつな行
こう

為
い

を強要する等、イン
ターネットを利用した性

せい
犯
はん
罪
ざい
が多く発生しています。

　また、元交
こう

際
さい

相手と安
あん

易
い

に撮
と

った私
し

的
てき

な性
せい

的
てき

画
が

像
ぞう

を
S
エス

N
エヌ

S
エス

上で公表される等のいわゆるリベンジポルノの被
ひ

害
がい
も。いずれも無

む
防
ぼう
備
び
な利用者につけこみ、心身にとりか

えしのつかない傷
きず
を負わせる卑

ひ
劣
れつ
で恐

おそ
ろしい犯

はん
罪
ざい
です。

出典：警
けい

察
さつ

庁
ちょう
「平成29年におけるS

エス
N
エヌ

S
エス

等に起
き

因
いん

する被
ひ

害
がい

児童の
　　 現

げん
状
じょう

と対
たい

策
さく

について」

自
じ

画
が

撮
ど

り被
ひ

害
が い

に注意して！

無
む

防
ぼ う

備
び

な子どもたちを狙
ね ら

った
性
せ い

犯
は ん

罪
ざ い

が増
ぞ う

加
か

しています

自分がいじめられたり、自分の周りでいじめに
気づいたりしたら、信

し ん

頼
ら い

できる大人に相談しましょう。
知らない人には関わらないようにしよう！ 
個

こ

人
じ ん

情
じょう

報
ほ う

は載
の

せない・送らないようにしよう！

　いつも会っている相手でも、インターネット上で
のコミュニケーションは直

ちょく
接
せつ

会話をしないので、表
ひょう

情
じょう

や言葉の調子等のニュアンスまできちんと伝わ
りません。
　また、一人ひとりは軽い気持ちで書き込

こ
んだつも

りでも、悪口の拡
かく
散
さん
や無

む
視
し
、グループはずし等に発

はっ

展
てん
し、子どもの心を深く傷

きず
つけ、不登校や自殺等、

重大な事
じ

態
たい

につながるケースが増
ふ

えています。

小さなトラブルが「いじめ」のきっかけに

思いやりのない言葉や何気ない言葉が、
いじめになります

出典：文部科学省「平成29年度 児童生徒の問題行動・不登校等
　　 生徒指

し
導
どう

上の諸
しょ

課
か

題
だい

に関する調
ちょう

査
さ
（速

そく
報
ほう

）」から一部抜
ばっ

粋
すい

■被
ひ

害
がい

児童が多いサイト

平成29年中（全被
ひ

害
がい

児童数1,813人）

■いじめの態
たい

様
よう

の件
けん

数
すう

（パソコンや携
けい

帯
たい

電話等でひぼう・中
ちゅう

傷
しょう

や嫌
いや

なことをされる）
※態

たい
様
よう

＝ありさまや状
じょう

態
たい

、様子のこと

5 6



ゲームで夜ふかし、大
だ い

丈
じょう

夫
ぶ

？ その動画、アップしていいの？

　一度インターネットに公開してしまっ
た動画は、完全に削

さく
除
じょ

できないばかり
か、知らないうちにコピーされ、世界中
に拡

かく
散
さん

されることも。他人の顔がわか
る画

が
像
ぞう
を無

む
許
きょ
可
か
でアップすることは、

肖
しょう
像
ぞう
権
けん
の侵

しん
害
がい
にあたり、賠

ばい
償
しょう

問題に発
はっ

展
てん

することもあります。軽い気持ちで
投
とう

稿
こう

した動画や情
じょう

報
ほう

が大
おお

勢
ぜい

の人に知
れわたり、一生の傷

きず
になります。

　ネットゲームやスマホでの動画サイトめ
ぐり、S

エス
N
エヌ

S
エス

等につい夢
む

中
ちゅう

になって長時間
利用が習

しゅう
慣
かん

化
か

すれば、もう「ネット依存」。
　寝

ね
不
ぶ
足
そく
や睡

すい
眠
みん
障
しょう
害
がい
等、生活リズムが乱

みだ

れて遅
ち
刻
こく
や居

い
眠
ねむ
りが増

ふ
え、授

じゅ
業
ぎょう
について

いけなくなり、ついには不登校や引きこも
りになることも。子どもたちの健康的な
生活が阻

そ
害
がい

される事
じ

態
たい

が多く発生してい
ます。

出典：内
ない

閣
かく

府
ふ
「平成29年度 青少年のインターネット利用環

かん
境
きょう

実
じっ

態
たい

調
ちょう

査
さ
（速

そく
報
ほう

）」
　　 ※「わからない」「使っていない」を除

のぞ
いて再

さい
集
しゅう

計
けい 出典：内

ない
閣
かく

府
ふ
「平成29年度 人

じん
権
けん

擁
よう

護
ご

に関する世
よ

論
ろん

調
ちょう

査
さ

」から一部抜
ばっ

粋
すい

「長時間利用」は深
し ん

刻
こ く

な問題

「ネット依存・ゲーム依存」は
生活を乱

み だ

し、人生を狂
く る

わせます
■青少年のインターネットの利用時間（平日1日あたり） ■インターネットによる人

じん
権
けん

侵
しん

害
がい

に関し、現
げん

在
ざい

、どのような問題が起きていると思うか。（複
ふく

数
すう

回答）

安
あ ん

易
い

な投
と う

稿
こ う

は自分や家族・友だちの一生の傷
き ず

になります

ルールやモラルを無
む

視
し

した情
じょう

報
ほ う

発信は
人
じ ん

権
け ん

や肖
しょう

像
ぞ う

権
け ん

の侵
し ん

害
が い

につながります

アドバイス

ペアレンタルコントロールを使えば、
インターネットの利用時間を制

せ い

限
げ ん

できます。
写っている人に無

む

許
き ょ

可
か

で、また軽い気持ちで
画

が

像
ぞ う

や情
じょう

報
ほ う

を公開しないようにしよう！

保
ほ

護
ご

者
しゃ

の方へのアドバイス
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スマホのフィルタリング（あんしんフィルター）は販
は ん

売
ば い

店
て ん

で！

　18歳
さい

未満の子どもが利用する携
けい

帯
たい

電話やスマホは、電話回線に対してはあらかじ
めフィルタリングが設

せっ
定
てい

されています。ところが機種によっては、無線L
ラ ン
AN（W

ワ イ
i-F

ファイ
i）

やアプリからもネットにつながるので、これらに対応するフィルタリングが必要です。
　フィルタリングサービス「あんしんフィルター」を設

せっ
定
てい

し、不
ふ

適
てき

切
せつ

・有害なサイトや
アプリから子どもを守りましょう。サービスの内

ない
容
よう

は、携
けい

帯
たい

電話事業者、携
けい

帯
たい

電話
の種類によって異

こと
なるため、各社のサイト「あんしんフィルター for ○○（キャリア

名、ブランド名）」で検
けん

索
さく

、または携
けい

帯
たい

電話の販
はん

売
ばい

店
てん

にお問い合わせください。

　i
アイ
O
オ ー

S
エス
の端

たん
末
まつ

(i
ア イ フ ォ ン
Phone・i

アイパッド
Pad)は、「あんしんフィル

ター」の初期設
せっ

定
てい

の後に、スクリーンタイムでアプリ
等の制

せい
限
げん

を行ってください。

■機
き

能
のう

制
せい

限
げん

の手順、制
せい

限
げん

できる機
き

能
のう

については
　こちらをご覧

らん
ください。

　https://support.apple.com/ja-jp/HT208982

※機
き

種
しゅ

やバージョンにより、設
せっ

定
てい

が異
こと

なる場合があります。詳しくは、携
けい

帯
たい

電話の販
はん

売
ばい

店
てん

等にお問い合わせください。

■A
アンドロイド
ndroidでゲストモードを設

せっ てい
定する方法

https://support.google.com/pixelphone/answer/6115141

■A
アンドロイド
ndroidでアカウントを追加または削

さく　じょ
除する

http://support.google.com/android/answer/7664951

　A
アンドロイド
ndroidのスマホを家族で共有したり、友だちに貸

か

したりするときは、マルチアカウントを設
せっ

定
てい

しましょう。

子どもを守るために、保
ほ

護
ご

者
しゃ

がサイトのアクセスやコンテンツの利用や時間等を制
せい

限
げん

し、
安全な利用環

かん

境
きょう

を整えることをペアレンタルコントロールと言います。
次の予

よ

防
ぼう

策
さく

を参考に、子どもとよく話し合って設
せっ

定
てい

してください。

まずは、ペアレンタルコントロールでしっかりと予
よ

防
ぼ う

!
不

ふ

適
て き

正
せ い

な動画をブロック
　動画共有サービスでの安心安全な視

し
聴
ちょう

のためには注意が必要です。例えば、
Y
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeは13歳

さい
未満の子どもによる利用を意図していません。フィルタリン

グや時間制
せい

限
げん

の機
き

能
のう

がついた公式子ども向けアプリ「Y
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube K

キ ッ ズ
ids」を利用

しましょう。また、パソコンでの利用は、制
せい

限
げん

付きモードを有
ゆう

効
こう

に。
　他の動画共有サービスやアプリについても同様の制

せい
限
げん

をしましょう。

　ルールを決めずに自由に使わせてから、あとになって「これはダメ」といっても、子どもは納
なっ

得
とく

しません。
子どもと話し合って具体的なルールをつくり、利用するようにしましょう。

子どもを守るためにできること
インターネットでのトラブルに巻き込

こ
まれないためには、

情
じょう

報
ほう

や機
き

能
のう

を制
せい

限
げん

する方法が有
ゆう

効
こう

です。
また、インターネットの掲

けい
示
じ

板
ばん

等で、プライバシーの侵
しん

害
がい

や
差別的な書き込

こ
み等、人

じん
権
けん

侵
しん

害
がい

を受けた場合の正しい対
たい

処
しょ

方法を
知っておくことが大切です。

トラブルを未然に防
ふ せ

ぐために、情
じょう

報
ほ う

や機
き

能
の う

を制
せ い

限
げ ん

しよう予
よ
防
ぼ う

策
さ く

01

端
た ん

末
ま つ

ごとの機
き

能
の う

設
せ っ

定
て い

もＣ
チ ェ ッ ク

ＨＥＣＫ

i
アイオーエス

OSの端
たん

末
まつ

のアプリは、
機
き

能
のう

制
せい

限
げん

の設
せっ

定
てい

を忘
わす

れずに!
A

ア ン ド ロ イ ド

ndroidの端
たん

末
まつ

は、
マルチアカウント設

せっ

定
てい

を!

●「なぜルールづくりをしないといけないか」をしっかり話し合うこと
● 保

ほ

護
ご

者
しゃ

の押
お

し付けでなく、子ども自身がルールをつくり、保
ほ

護
ご

者
しゃ

と話し合って決めること
● 最初からできないルールはつくらないこと
● 決まったルールは、よく見えるところに貼

は

り出し、定期的に見直すこと
● 親の気分でルールを変えないこと

携
け い

帯
た い

ゲーム機等も、フィルタリングを！

　携
けい

帯
たい

ゲーム機や音楽プレーヤー、学習用タブレットでも、無線L
ラ ン
AN（W

ワ イ
i-F

ファイ
i）で

インターネットにつながります。スマホ同様に有害サイトへのアクセス、アプリの
インストール・起動、アプリやコンテンツのダウンロード・課金等を制

せい
限
げん

、防
ぼう

止
し

す
るために、フィルタリングを行いましょう。

場所（リビングで使う。自室や寝
しん

室
しつ

に持ち込
こ

ませない）
時間（使う時間・やめる時間を決める）
マナー（歩行中・自転車運転中・食事中は利用しない等）
お金・課金（通

つう

信
しん

費
ひ

・ゲーム・プリペイドカードの利用等）
機
き

能
のう

制
せい

限
げん

（フィルタリングする）
相談（困

こま

ったときは相談する）

1
2
3
4
5
6

ルールの内
な い

容
よ う

例
れ い

ルールづくりのポイント

もしものとき
知っておくと
安心だよね。

マイルールを
考えてみたよ！　　

1

2

3

予
よ
防
ぼ う

策
さ く

02 使い始める前に、我
わ

が家のルールをつくろう
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みんな、守れて
いるかな?

インターネットを
正しく利用するために
インターネットの世界でも、お互

たが
いを理

り
解
かい

し、尊
そん

重
ちょう

しあう心が大切です。
モラルや利用マナーを守り、誰

だれ
もが快

かい
適
てき

でいられるように心がけることが、
人
じん

権
けん

を守ることにつながっていきます。
堺
さかい

市
し

でも、すべての人の人
じん

権
けん

が守られるように人
じん

権
けん

教育を推
すい

進
しん

し、
ネットによるいじめ防

ぼう
止
し

にも積極的に取り組んでいます。

　メールやサイト上に自分や家族のひぼう・中
ちゅう

傷
しょう

等にあたる言葉や写真、
画
が

像
ぞう

等が掲
けい

載
さい

された場合は、お近くの法
ほう

務
む

局
きょく

に相談してください。

■インターネットの書き込
こ

みによる人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

について

　堺
さかい

市
し

では、市ホームページ上で「堺
さかい

市
し

ネット
いじめ防

ぼう

止
し

プログラムN
エヌ

I
アイ

B
ビー

」サイトを開
かい

設
せつ

して
います。また、毎年小学校4年生および中学校
1年生を対

たい

象
しょう

に、I
アイ

C
シー

T
ティー

分野の専
せん

門
もん

家
か

と担
たん

任
にん

の
協働による情

じょう

報
ほう

モラル指
し

導
どう

の授
じゅ

業
ぎょう

を行うとと
もに、保

ほ

護
ご

者
しゃ

啓
けい

発
はつ

のた
めの「ネットいじめ防

ぼう

止
し

プログラムだより」
を発行しています。

１時
じ

限
げん

の授
じゅ

業
ぎょう

では伝え切れなかった内
ない

容
よう

を「ネットいじめ
防
ぼう

止
し

プログラム啓
けい

発
はつ

サイト」で紹
しょう

介
かい

しています。

パソコンや携
けい

帯
たい

電話を利用したいじめ（ネットいじめ）被
ひ

害
がい

で苦しんでいる人のためのインターネット相談サイトです。

パソコン・スマートフォン用
http://nib.sakai.ed.jp/

パソコン・スマートフォン・携
けい

帯
たい

電話用
http://www.sakai.ed.jp/
gakkokyoikubu_soudan/

携
けい

帯
たい

電話用
http://nib.sakai.ed.jp/mb/

■ネットいじめ防
ぼう

止
し

プログラム【啓
けい

発
はつ

サイト】

■ネットいじめWEB相談窓
まど

口
ぐち

インターネットの書き込
こ

みにより、人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

の被
ひ

害
がい

にあわれた場合

（ただし、強
きょう
制
せい
力
りょく
を伴

ともな
わない任

にん
意
い
の措

そ
置
ち
にとどまります）

（法
ほう
務
む
局
きょく
が申し立てを代行することはできません。相談者ご自身で申し立てをするのが困

こん
難
なん
であれば、

弁
べん
護
ご
士
し
等に相談していただくことが考えられます。資

し
力
りょく
の乏
とぼ
しい方は、

日本司法支
し
援
えん
センター<法テラス≫の民事法

ほう
律
りつ
扶
ふ
助
じょ
<弁
べん
護
ご
士
し
等による無料法

ほう
律
りつ
相談や弁

べん
護
ご
士
し
費
ひ
用
よう
等の立て替

か
え≫をご利用いただくことができます。）

まず、最
も

寄
よ

りの法
ほう

務
む

局
きょく

へ人
じん

権
けん

相談を 最
も

寄
よ

りの警
けい

察
さつ

署
しょ

、各都道府県警
けい

本
ほん

部
ぶ

の

サイバー犯
はん

罪
ざい

相談窓
まど

口
ぐち

等をご案内します。

プロバイダ等への依
い

頼
らい

等の具体的方法を助言します。法
ほう

務
む

局
きょく

職
しょく

員
いん

又
また

は人
じん

権
けん

擁
よう

護
ご

委員が詳
くわ

しくお話をおうかがいします。

法
ほう

務
む

局
きょく

において、当
とう

該
がい

書き込
こ

みの違
い

法
ほう

性
せい

を判
はん

断
だん

した上で、プロバイダ等への削
さく

除
じょ

要
よう

請
せい

をします。

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に削
さく

除
じょ

の仮
かり

処
しょ

分
ぶん

命令の申し立てをする方法をご案内します。

名
めい

誉
よ

毀
き

損
そん

罪
ざい

等により犯
はん

人
にん

の処
しょ

罰
ばつ

を希望される場合

相談者ご自身で削
さく

除
じょ

依
い

頼
らい

される場合書き込
こ

みの削
さく

除
じょ

を希望される場合

相談者ご自身で削
さく

除
じょ

依
い

頼
らい

をすることが困
こん

難
なん

な場合、又
また

は、相談者ご自身で削
さく

除
じょ

依
い

頼
らい

したが応
おう

じてもらえなかった場合

法
ほう

務
む

局
きょく

の削
さく

除
じょ

要
よう

請
せい

にも応
おう

じてもらえなかった場合

「堺
さかい

市
し

ネットいじめ防
ぼ う

止
し

プログラム」を活用しよう!

出典：法
ほう

務
む

省
しょう

ホームページ「インターネットを悪用した人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

をなくしましょう」

　今の子どもたちは、生まれた時
とき

からインターネッ
トがあって当たり前の環

かん
境
きょう

にいます。このため親よ
りも扱

あつか
い方をよく知り、子どもたち同士でインター

ネットの世界を運
うん

営
えい

していきます。
　しかし、実

じっ
際
さい

に何が危
き

険
けん

なのか、どうしたら自分
や友だちの人

じん
権
けん

を守り、上手に使えるのかは知りま
せん。さまざまな問題に直面したときに、とっさに
必要になるのが、思いやりや善

ぜん
悪
あく

の判
はん

断
だん

といった
子どもたち自身の人間力です。子どもたちの間で
起こった問題は、子どもたち同士で解

かい
決
けつ

し助け合え
るよう、ふだんから考える力を身につけさせておく

ことが、友だちや自分自身の人
じん

権
けん

を守ることにつな
がります。それをしっかりとサポートするのが親の
役
やく

割
わり

のひとつです。まずフィルタリング等で安心し
て使える環

かん
境
きょう

を整えておくこと、そして何かあった
ときには子どもがためらわずに相談できる関

かん
係
けい

性
せい

をふだんから築
きず

いておきましょう。

まず、何が起きても対
た い

応
お う

できる子どもたち自身の人間力を
育てましょう。トラブル時に相談できる場所の確

か く

保
ほ

や
子ども自身のコミュニケーション力も大切。
一
いっ

般
ぱん

社
しゃ

団
だん

法
ほう

人
じん

ソーシャルメディア研究会 チーフ研究員  石
い し

川
か わ

 千
ち

明
あ き

さん

株
かぶ

式
しき

会社カプコンで活
かつ

躍
やく

後
ご

、Web制
せい

作
さく

コンサルタントの傍
かたわ

ら、子育て
支
し

援
えん

グループ「いこま育児ネット」を設
せつ

立
りつ

。学校や自治体等で情
じょう

報
ほう

モラ
ル講

こう
座
ざ

を行っている。
https://www.j-moral.com/

プロフィール 

これは、
堺
さかい

市
し

立
りつ

中学校
生徒会が考えた
ルールなのよ!

ネット上で人
じ ん

権
け ん

侵
し ん

害
が い

を受けたら、最
も

寄
よ

りの法
ほ う

務
む

局
きょく

に相談を対
た い

応
お う

策
さ く

ネット上の言葉は
完全に消すことが
できないんだよ!
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○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

インターネットでも、思いやりの心を 大切にしよう
インターネットは便利で楽しいけど、

危
き

険
けん

と隣
とな

り合わせであることがわかったね。

だから、使うときはインターネットの向こう側に誰
だれ

がいるのかをよく考え、

直
ちょく

接
せつ

話したり、コミュニケーションをとったりするときと同じように

インターネットの世界でも思いやりの心を大切にすれば、

きっと笑
え

顔
がお

を咲
さ

かせることができると思うよ。

　これからは、インターネットなしで生きていくこ
とが難

むずか
しい時代です。上手に使えばとても便利

で、さまざまな可
か

能
のう

性
せい

が広がる反面、この冊
さっ

子
し

で
紹
しょう

介
かい

してきたように、多くの課題もあります。
　特にみなさんに注意していただきたいのは、大
きく分けると次の３つです。まずは「人間関係」の
トラブル。心ない書き込

こ
みや、言葉の伝わらなさ

が原
げん

因
いん

で、友だちとの関係が崩
くず

れてしまうことが
あります。それから、インターネットにひそむ「危

き

険
けん

」も知っておかなければなりません。安
あん

易
い

な気
持ちで送った１枚

まい
の写真が人生を台無しにする

ようなトラブルも、実
じっ

際
さい

に起こっています。そして
「ネット依存」。インターネットに時間を使いすぎ
るあまり、日

にち
常
じょう

生活に支
し

障
しょう

をきたす人が増
ふ

え、問
題になっています。
　とはいえ、こわがってばかりで避

さ
けていては、

この情
じょう

報
ほう

化
か

社会を生きていけません。大切なの

は、正しくこわがり、かしこく使っていくこと。こ
の冊

さっ
子
し

をしっかり読んで、何をこわがればいいか
を理

り
解
かい

し、インターネットに使われないで使いこ
なせるようになりましょう。
　また、近年、インターネット上では、心ない発言
ややりとりが人

じん
権
けん

問題に発
はっ

展
てん

することが増
ふ

えて
います。まずはお互

たが
いを尊

そん
重
ちょう

しあうことを基
き

本
ほん

に、想
そう

像
ぞう

力
りょく

と思いやりを持って人を傷
きず

つけること
のないようにしましょう。それが、ひいては自分
自身を守ることにもなります。

兵庫県立大学 環
かん

境
きょう

人間学部 准
じゅん

教
きょう

授
じゅ

  竹
た け

内
う ち

 和
か ず

雄
お

さん

必要な知
ち

識
し き

を身につけ人
じ ん

権
け ん

を守ろう
〜情

じょう

報
ほ う

化
か

社会を生きていくみなさんへ〜

公立中学校で20年間、生徒指
し

導
どう

主事等を担
たん

当
とう

。寝
ね

屋
や

川
がわ

市
し

教育委
員会指

し
導
どう

主事を経
へ

て2012年より現
げん

職
しょく

。課題をもつ子どもへの対
たい

応
おう

方法について研究している。文部科学省学校ネットパトロール
調
ちょう

査
さ

研究協力者、総
そう

務
む

省
しょう
（近

きん
畿
き

総
そう

合
ごう

通信局）「スマートフォン時代
に対

たい
応
おう

した青少年のインターネット利用に関する連
れん

絡
らく

会
かい

」座
ざ

長
ちょう

。
本
ほん

冊
さっ

子
し

を監
かん

修
しゅう

。

プロフィール 
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